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第8節　遺された人の苦痛を和らげる取組

３　遺族のためのパンフレットの作成・配布の促進

　厚生労働省では、前述の「自殺未遂者・自
殺者親族等のケアに関する検討会」報告書を

踏まえて、自死遺族ケアに関するガイドライ
ンを作成した。

　新潟県では、自殺対策を強化するために、平成18年度からポストベンションへの取組を始めまし
た。主な内容は下記のとおりです。

１　自死遺族語り合いの会「虹の会」への支援
　民間団体との協力により、平成18年度から自死遺族の自助グループの立ち上げを支援し、運営に
協力しています。具体的には、センターの一室を会場として提供し、職員２名が身分を明らかにし
た上で例会に参加しています。例会での役割は、時間管理・閉会時のクールダウン・不安定な参加
者への対応など、世話人による進行への側面的な援助です。
　また、例会閉会後に世話人とカンファレンスを行うと共に、外部スーパーヴァイザーによる助言
の場も年２回ほど提供しています。

２　自死遺族支援者研修会の開催
　ポストベンションについて、まだ関係者の理解の浅かった平成18年度は、講師に奈良女子大学生
活環境学部の清水新二教授をお招きし、自死遺族支援の重要性について関係者の理解を深めるため
の研修会からスタートしました。平成19年度の新潟県自殺対策シンポジウム（自死遺族支援全国
キャラバンin新潟）を経て、平成20年度・21年度は「自死遺族支援における相談の役割」をテーマ
に、自殺予防総合対策センターの川野健治室長に講師をお願いし、自死遺族からの相談に対応する
ための支援者向け研修会を開催しています。
　今年の受講者へのアンケート結果からは、受講者が“少し距離をおいて眺めていた”遺族ケアにつ
いて、自ら取り組むべき課題としてとらえるようになったことが感じられました。
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新潟県精神保健福祉センターにおけるポストベンションの取組

〈自死遺族支援パンフレット〉
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第３章　自殺対策の実施状況

４　自殺遺児へのケアの充実【再掲】

　「第３節　早期対応の中心的役割を果たす
人材を養成する取組　２　教職員に対する普

及啓発等の実施」（119ページ）参照。

３　職場におけるポストベンションの取組
　平成20年度には、職員の自殺を体験した職場からの緊急の依頼により、職場の人々を対象とした
ポストベンションを行いました。これは当センターにとって初めての体験でしたが、職員向けの資
料を作成し、リラクセーションも含めて１時間ほどの心理教育を実施するとともに、地元行政機関
とフォローアップの方法を検討しました。
　職場からこのような支援要請があったこと自体が自殺対策の広がりを感じさせましたが、今後職
域に限らず、様々な“場”へのポストベンションへの支援が可能となるように、職員が研鑽を積む必
要があると考えています。

新潟県精神保健福祉センターWebサイト
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〈職員向けパンフレット〉


